
　お寄せいただいた義援金は、中央共同募金会や、被災都道府県共同募金会を通して、全額被災され
たみなさまへ届けられます。

令和 5年 6・7月大雨災害義援金 / 令和 5年台風 13号災害義援金 /
※令和 6年能登半島地震災害義援金

　※の義援金は引き続き募集しておりますのでご協力お願いします。

支　出 （単位：千円）

収　入 （単位：千円）

合　　　計

居 宅 介 護 等 事 業
法 人 運 営 事 業
地域福祉活動推進事業
貸 付 事 業
一 宮 市 受 託 事 業
相 談 支 援 事 業
共同募金配分金等事業
居 宅 介 護 支 援 事 業
福祉サービス利用援助事業
ボランティアセンター活動事業
自 販 機 設 置 事 業
基 金 運 営 事 業 他
当期末支払資金残高

合　　　計

介護保険・障害福祉サービス等
補 助 金
受 託 金
会 費
繰 入 金
共 同 募 金 配 分 金
貸 付 事 業
寄 付 金 そ の 他
前期末支払資金残高

190,017 
179,618 
100,417 
52,565 
51,315 
27,804 
756 

67,595 
131,017 
801,104 

201,969 
180,402 
53,210 
51,672 
48,014 
43,213 
37,480 
29,756 
13,517 
10,891 
1,434 
31,791 
97,755 
801,104 

前期末支払
資金残高
16.4%

寄付金その他 8.4%

貸付事業 0.1%

繰入金 6.4%

共同募金配分金 3.5%

受託金 12.5%

会費 6.6% 補助金
22.4%

介護保険・
障害福祉
サービス等
23.7%

支 出

居宅介護等
事業
25.2%

法人運営事業
22.5%

ボランティアセンター活動事業
1.3%

当期末支払
資金残高
12.2%

自販機設置事業 0.2%

福祉サービス利用援助事業
1.7%
居宅介護支援事業 3.7%
共同募金配分金等事業 4.7%

一宮市受託事業 6.0%
相談支援事業 5.4%

地域福祉活動推進事業 6.6%
貸付事業 6.5%

基金運営事業他 4.0%

収 入

令和5年12月1日～令和6年3月31日現在

合計1,444,509円
（敬称略・順不同）

エス・ビー建材(株) / びさい消費者の会 /
(株)一宮看板店 / 木曽川商工会 女性部 /
一宮起工科高等学校 生徒会 / (株)壱番屋 /
豊田合成(株) 尾西工場 / 尾張中小企業協会 /
(株)琥珀観光 / (一財)荒川磯慈善会 / 
中部経済新聞社 尾張支社 / 21世紀女性の会 /
一宮地区ボランティア集団 / 
一宮市グラウンド・ゴルフ協会 / 他匿名3件

エス・ビー建材(株)様は、「一宮市の児童福祉に役
立ててほしい」という思いから、定期的にご寄付を
してくださっています。いただいたご寄付は、市内
の児童養護施設に入所している子どもたちのため
に使わせていただいています。いつもあたたかな
ご寄付をありがとうございます。

善意のご寄付ありがとうございました
子どもたち
からのお礼
のお手紙

災害義援金へのご協力ありがとうございました

　　 子高齢化・人口減少、貧困問題、地域社会からの孤立などへの対応が求められている中、新
　　 型コロナウイルス感染拡大による社会情勢の変化が、住民相互のつながりの希薄化や生活困
窮状態の深刻化を加速させ、福祉課題もより一層複雑・多様化しています。これまでの制度ごと
の支援から、分野をまたがった総合的な支援と地域住民や多様な主体が「丸ごと」つながる支援へ
と転換することが求められています。
　こうした背景の中、地域福祉推進の中核を担う社会福祉協議会の役割はますます大きくなって
きています。そのため、本会は、みんながつながり支え合い、地域が織りなす共生社会の実現を
めざし、以下の基本方針により地域福祉の充実に取り組みます。

令和6年度 事業計画
社会福祉法人　一宮市社会福祉協議会

＜基本方針（要約）＞
1.地域課題への対応

・｢属性を問わない相談支援｣､｢多様な参加支援｣､｢地域づくりに向けた支援｣を一体的に
実施する包括的な支援が円滑に進められるよう多機関協働体制の構築を図ります｡
・地域での生活支援の仕組みづくりを関係機関と連携して進めます｡
・｢ふれあい･いきいきサロン｣の立ち上げや安定した運営ができるよう支援します｡

3.介護サービスの充実

・介護職員の人材確保を図り､収支改善を進めることで健全かつ安定した経営に努めます｡
・職員の研修体制の充実を図り､資質向上に努めます｡
・利用者から信頼される質の高いサービスを提供します｡

4.安定した相談支援体制の確立

・在宅の障害者の地域生活を支援するため､障害者とその家族等からの多岐にわたる相談
に応じ､関係機関と連携して問題解決に取り組んでいきます｡
・障害者がその有する能力や適性に応じ､自立した日常生活を営むことができるよう的確
なケアマネジメントを行い、質の高い相談支援サービスを提供します｡

5.法人運営の強化

・法人の経営組織の強化及び事業運営の透明性の向上を図り､信頼される法人運営に努め
ます｡
・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練等を実施し､職員の災害時における危機管理意
識を高めます｡

2.地域福祉活動の推進

・支会活動の充実を図るとともに､職員が積極的に地域へ出向き､支会との連携を深めま
す｡
・ボランティア活動の啓発を図るとともに、各種ボランティア講座等を開催し、ボラン
ティアの育成に努めます。
・高齢者、障害者、子どもなど誰でも一緒に参加できるスポーツ(ユニバーサルスポー
ツ)の普及に努めます｡
・日常生活自立支援事業の周知に努め､判断能力が十分でない方が自立して生活できるよ
う支援します｡

少少

令和6年度 資金収支予算
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